
目標 達成

年度

基準値 目標値 達成

年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 年度

- 89.3% 88.9% 88.0% 91.2% 90.9% 80%

80% 80% 80% 80% 80%

基準 目標 達成

年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 年度

- 87.4% 86.8% 82.9% 81.2% 82.7% 80%

80% 80% 80% 80% 80%

基準 目標 達成

年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 年度

-
87,072人

83.94%
85,882人

83.37%
84,105人

84.14%
83,279人

85.20%
集計中

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

基準値 目標値 達成

年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 年度

-
84,735人

87.07%
85,100人

87.31%
83,794人

85.07%
82,236人

86.78%
集計中

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

施策の進捗状況（実績）

○

年度ごとの目標

3　各地方公共団体が行うリハビリ
テーションに関する事業、転地療養
に関する事業その他の事業(公害
保健福祉事業)に参加した延べ人
数の被認定者数に対する割合

施策の進捗状況（実績）

○

年度ごとの目標

施策の進捗状況（実績）

○
-

測定指標

5　環境保健施策基礎調査の調
査対象者数及び調査対象者の
同意率（６歳児調査）

実績値

○

年度ごとの目標値

4　環境保健施策基礎調査の調
査対象者数及び調査対象者の
同意率（３歳児調査）

平成２９年度実施施策に係る政策評価書
（環境省２９－㉝）

施策名 目標７－１　公害健康被害対策（補償・予防）

施策の概要

公害に係る健康被害について、公害健康被害の補償等に関する法律（以下、「公健法」という。）に基づ
き認定患者への公正な補償給付等の実施を確保するとともに、公健法による健康被害予防事業を推進
し、さらに地域人口集団に係る環境汚染による健康影響の継続的監視等を行うことで、迅速かつ公正な
補償並びに被害の予防及び健康の確保を図る。

達成すべき目標
公健法に基づく公正な補償給付を迅速に行う。公健法による健康被害予防事業、公害保健福祉事業、
環境保健施策基礎調査を推進し、被害の未然防止及び健康の確保を図る。

施策の予算額・執行額等

区分 27年度 28年度 29年度 30年度

予算の
状況
（百万
円）

当初予算（a） 9,639 9,442 9,233 8,921

補正予算（b） - - - -

年度ごとの目標値

公健法による被認定者に対し、公害の影響による健
康被害に係る損害を填補するために、療養の給付、
障害補償費等の補償給付を着実に支給。

繰越し等（c） - - -

合計（a＋b＋c） 9,639 9,442

9,595 9,406 9,193

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

-

2　公害健康被害予防事業の参
加者に対して実施するアンケー
トにおける事業満足度（５段階
評価のうち上位２段階までの評
価を得た回答者の割合）

9,233

執行額（百万円）

１　公健法に基づく補償給付の
支給の進捗状況

実績値

○

別紙２



施策の分析

目標達成度合いの
測定結果

担当部局名

環境保健部
環境保健企画管理
課
保健業務室

　作成責任者名
　 （※記入は任意）

保健業務室長
倉持　憲路

政策評価実施時期 平成30年6月

（各行政機関共通区分）

（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

①公健法旧第一種指定地域を管轄する自治体による公害診療報酬明細書等の支払い等状況を集計・点検し、他
自治体分も含めて各自治体にフィードバックすることによって、各自治体での円滑な制度運営に資するよう努めて
いる。
②公害健康被害予防事業については、当該事業を実施している（独）環境再生保全機構において、ぜん息等患者
や地域住民から聴取したニーズ及び事業参加者に対して実施している事業実施効果の測定・把握に係るアンケー
ト調査の結果を踏まえた事業の効率化と重点化のための事業メニューの見直しを続けており、ぜん息患者等の
ニーズを踏まえた事業を継続して実施している。
③公害保健福祉事業として、(1)リハビリテーションに関する事業、(2)転地療養に関する事業、(3)家庭における療
養
に必要な用具の支給に関する事業、(4)家庭における療養の指導に関する事業、(5)インフルエンザに係る予防接
種の費用の助成に関する事業の5事業を43自治体で実施し、被認定者に対する割合として80%を超える参加を得て
いる。
④・⑤環境保健サーベイランス調査については、毎年継続的に3歳児調査(平成8年度～)及び6歳児調査(平成16年
度～)の各6万人を超える調査対象者のぜん息等健康状態と大気汚染の関連を評価し、結果を公表をしている。

政策評価を行う過程にお
いて使用した資料その他
の情報

大気汚染に係る環境保健サーベイランス調査報告

上記のとおり、いずれの測定指標についても目標を達成しているものの、依然とし
て被認定患者が多数存在すること、また、大気汚染等による健康被害を予防し、健
康確保を図っていく必要があることから、本施策の必要性・重要性は高く、本施策の
実施にあたっては、これまでの測定指標を継続していく。

評
価
結
果

①公害健康被害の補償等に関する法律（公健法）の被認定者への公正な補償給
付、同法による健康被害予防事業の推進並びに環境汚染による健康影響の継続的
監視等により、被認定者の補償を着実に実施するとともに、健康被害の予防及び健
康の確保に努めた。
②公害被害補償基礎調査は、公害診療報酬明細書を点検することによって、各自治
体での審査状況について把握等を行い基礎資料の作成を行っているものであり、参
考値として、入院外の公害診療報酬明細書１件あたりの金額が前年度に比べて大き
く変化した自治体の割合を記載している。本調査を継続して行い、自治体にフィード
バックすることで、公害診療報酬の不正請求の未然防止を含め、公害健康被害補償
制度の円滑な実施運営を図ることに貢献した。
③（独）環境再生保全機構が実施する公害健康被害予防事業については、第三期
中期目標及び第三期中期計画に基づき、ぜん息等の患者、地域住民のニーズを的
確に把握し、効果的かつ効率的な業務を行っている。当該計画において、事業参加
者等へのアンケート調査の回答者のうち80％以上のものから満足が得られるように
するとの目標値が設定されているところ、当年度においても目標を達成した。
④公害健康被害の補償等に関する法律第46条に基づき各地方公共団体が行うリハ
ビリテーションに関する事業、転地療養に関する事業その他の事業については、当
該事業に参加した者の延べ人数の割合が80％を超えることを目標とし、平成2524年
度から平成29年度までについては達成し、被認定者の健康確保に貢献した。
⑤環境保健サーベイランス調査は、中公審答申及び公健法改正時の附帯決議に基
づき、地域人口集団の健康状態と大気汚染との関係を毎年、継続的に観察し、何ら
かの傾向が認められる場合には、その原因を考察し、大気汚染との関係が認められ
る際には、必要な措置を講ずることを目的としたものである。調査対象者数及び調査
対象者の同意率について本調査の信頼性が確保できる数値を設定しており、毎年、
信頼性のある調査を行い、地域人口集団の健康状態と大気汚染との関係に係る定
期的・継続的な観察を行うことで、必要な処置を講ずる必要がないことを確認するこ
とに貢献した。

学識経験を有する者の知
見の活用

補償給付については、指定疾病に係る専門家からなる認定審査会における審査をもって適正な給付を確保してい
る。また、環境汚染による健康影響の継続的監視においては、臨床、疫学等の専門家からなる検討会において調
査方法の妥当性、結果の評価を行っている。

【施策】

公健法の被認定者への公正な補償給付等及び同法による健康被害予防事業の推
進並びに環境汚染による健康影響の継続的監視等により、被認定者への補償を着
実に実施するとともに、健康被害の予防及び健康の確保に努めていくことが重要で
あり、今後も継続して施策を実施していく。

【測定指標】

目標達成


